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サービス課 

火の取り扱いや山菜採りの事故にご注意ください！ 
 大内地域では、野焼き等による火災が発生しています。空気が乾燥する時期が続

きますので、火の取り扱いには十分ご注意ください。野焼きなどを行う場合は、必

ず事前に産業課もしくは由利本荘市消防署大内分署に連絡し、野焼きを行う場所や

規模などの詳細について報告・相談してください。 

 また、これからの時期は、山菜採りによる遭難も発生しやすくなります。山菜採

りの際は、入山前に家族や周囲の方に、必ず行き先と帰りの時間を伝

えるとともに、できるだけ複数人で行動するよう心がけてください。 

【問い合わせ】市民サービス課振興班 電話 65-2211 

水道メーター検針再開のお知らせ 
冬期間中止しておりました水道メーターの検針を４月２６日（月）から再開します。 
スムーズな検針を行うため、また、冬期間推定料金の精算について、次のとおりご 
理解とご協力をお願いいたします。 
（１）水道メーター周辺に積雪や冬囲い等の支障物がある場合には、なるべく撤 
   去していただきますようご協力をお願いいたします。 
（２）冬期間は推定使用量（令和２年１０月請求分から１２月請求分までの３カ月間 
   を平均した使用水量）により月々の料金算定を行っていたため、今回の検針の 
   結果、実使用量（令和３年１月請求分から４月請求分までの総使用量）が多 
   かった場合には、５月請求分は不足分が加算された料金となります。反対に、 
   推定使用量が実使用料よりも多かった場合には、５月支払以降の料金で精算 
   （減額）となります。 
   ※冬期精算の内容については、検針後に郵送される「冬期精算のお知らせ」の 
    ハガキでご確認ください。 
（３）積雪が多い等メーター検針が困難な場合は、５月支払料金も冬期間推定料金と 
   し、次回の検針にて精算させていただきます。 
（４）使用水量の多い一部の事業所等や、昨年１１月の検針以降に 
   水道の使用を開始した場合等は、冬期間も検針を行っており 
   ますので、推定料金の精算はございません。 

＜問い合わせ先＞ 大内上下水道事務所  ☎ ６５－２８０３ 

 

◎堤台スポーツエリア営業中です！  

期 間 １１月３０日（火）まで 
時 間 平 日     １３：００～１９：００ 
    土・日曜、祝日  ９：００～１７：００（日中） 
            １７：００～２１：００（夜間）※照明設備のある施設 

使用料（１時間当たり） 

・テニスコート一面(一般)         ２１０円 

・テニスコート一面(中学生以下)      １００円 

・テニスコート一面(夜間照明設備使用) １,０５０円 

・大内弓道場        １００円 

・大内農村広場・サッカー場 ２１０円 

・大内農村広場・野球場   ２１０円 

【問い合わせ先】大内教育学習課   電話 ６５－２２１０ 

        堤台スポーツエリア 電話 ６５－２００１（予約は13時から） 

今年度の営業を開始しました。期間、時間、使用料については次のとおりです。 




